
令和 5年度 岐阜市サービス提供事業所研修会 次第 

障害福祉サービス（日中活動サービス・相談支援・障害者支援施設）対象  
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１ 開催の挨拶 

 

２ 農福連携の取組みについて 

【（一社）岐阜県農畜産公社 ぎふアグリチャレンジ支援センター】 

資料１ 農福連携の取組と基礎知識 

 

３ 令和４年度における実地指導等について 

【指導監査課】 
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４ 事業所等運営に関する基本的な事項等について 

【障がい福祉課（指導係）】 

資料３ 事業所等運営に関する基本的な事項について（指定基準等） 

 資料４ 事業所等運営に関する基本的な事項について（報酬請求等） 

 資料５ 指定障害児通所支援事業所に対する行政処分について 

 

５ 相談・権利等擁護について 

【障がい福祉課（相談係）】 

資料６－１ リーフレット「障がい者を虐待から守りましょう！」 

資料６－２ リーフレット「わかりやすい版 虐待されたら やめて と言おう」 

資料６－３ 岐阜市サポートブックのご案内 

 

６ ひきこもり相談室について 

【福祉政策課（ひきこもり相談室）】 

 

７ 閉会の挨拶 

 

 

 



農福連携の取組と基礎知識

（一社）岐阜県農畜産公社
（ぎふアグリチャレンジ支援センター

・農福連携推進室）
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12
TEL 058-215-1550
FAX 058-276-1268

日時：令和５年１１月２７日（月）
場所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

資料１



県計 10,678

148

1981

認定農業者数（人）

岐阜市 岐阜県

県計 2,192

岐阜市の農業

•いちご
•えだまめ
•かき（柿）
•花き
•こまつな
•だいこん
•れんげ草

岐阜市の主
な農産物

126

160

426

112

岐阜市類別販売高

穀類 園芸 野菜 畜産

824 

10,216 

農業産出額（千万円）

県計 １１,０４０

第６９次東海農林水産統計年報及び農業経営課



◎農福連携とは

・福祉分野では、障がい者や高齢者、生
活困窮者の新たな働き口を創出できる。

・農業分野では、高齢化による後継者・

働き手不足の問題を解消できる。



農福連携の目的



１ 策定の趣旨
・障がい者の農業分野での活躍や社会参画の実現に向けて、全庁的かつ計画的に各施策を推進
するため、本プランを策定

２ プランの対象期間 令和４年～令和７年度までの４年間

３ 基本的な取組み方針
・「ＳＤＧｓの理念」に通じ、「共生社会の実現」に資する取組みである農福連携の県内における定着
を図る。

・具体的には「理解促進と認知度向上」「人材育成」「マッチング強化」「働きやすい環境整
備」「ブランド力向上・販路拡大」を柱に取り組む。

ぎふ農福連携アクションプランについて
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岐阜県の農福連携の推進体制

岐阜県農福連携地域
ネットワーク会議
（有識者会議）

＜目的＞
農福連携を進めるため、効果的

な方策を検討
＜構成員＞
岐阜大学応用生物科学部教授、
県社会福祉協議会、県障害者
社会参加推進ｾﾝﾀｰ、ＪＡ岐阜
中央会 等 計２３団体

ぎふ農福連携推進本部
＜目的＞
農福連携の各種施策を全庁的に推進

＜構成員＞
知事、両副知事、庁内部局⻑等

現地推進機関

農福連携推進室
ぎふアグリチャレンジ支援センター

岐阜県



農福連携の取組み①

１ 農福連携の理解促進と認知度向上

●一般県民の認知度向上
Ｒ４は、県内大手スーパー、Ｒ５は県農業フェスティバル（来場者２０万人）等において、「全国ノウ

フクマルシェ」などの開催、親子を対象とした「農福連携魅力発信バスツアー」やインスタグラム等
の各種広報媒体により情報発信することで、農福連携の取組みやノウフク商品をＰＲ

●農業・福祉事業関係者の理解促進
☛農業者や福祉事業者、行政等を対象とした先進地視察・研修会・障がい者体験講座等の開催
☛県内１０地域で連携会議を開催し農業・福祉関係者内の情報共有や相互理解を促進し、地

域の状況に応じた取組推進

３

農福連携推進研修会

下呂地域連携会議

魅力発信バスツアー

農業フェスティバルでの
全国ノウフクマルシェ開催



農福連携の取組み➁

３ 農業と福祉のニーズをつなぐマッチングの強化

●農福連携に関心のある障がい者や福祉事業
所の実態調査
☛障害福祉サービス事業所 約６００か所

●担い手農業経営体への農福連携に関する意
向調査の実施
☛農業経営体 約１００経営体

●実態調査、意向調査に基づいた農作業受委
託などのマッチングを推進
☛マッチング件数 H30～R4 ７９件

●障がい者農業体験講座の開催
☛障がい者のできる作業を実際の現場で体
験し農家と確認・共有

●本採用に向けた、お試し雇用への賃金支援と
フォローアップ
助成事業 初年度に限り上限１０万円まで賃

金助成

柿の収穫

２ 農福連携を支える人材育成

●福祉事業所職員等を対象とした栽培基礎講
座の開催

☛R１～R5 ３５人受講

●現場で農業者と障がい者を補助する岐阜県
農業ジョブコーチの育成と派遣

☛ R２～R５ ４１人育成

栽培基礎講座実習

岐阜県農業ジョブコーチ養成研修
４ほうれんそう体験講座



農福連携の取組み➂

５ ブランド力向上・販路拡大

・ノウフクＪＡＳ認証の取得を推進し、農福連携の
魅力等を発信
助成事業新規認定取得手数料等の１/２助成

・年齢層にかかわらず幅広く農福連携商品をPR
するためのSNSの活用

・ぎふのノウフク商品カタログの作成・活用・配布

ノウフクＪＡＳ

ロゴマーク

４ 障がい者等が働きやすい環境の整備

・現場の環境整備や、福祉事業所の農業参入
時の施設、機械導入を支援
助成事業

・障がい者への指示方法を示した、農作業の
切り出し動画を作成し公社HPで公表

・農業者等へ専門的人材を派遣し、障がい者
の受入れ時の支援を充実

アスパラ計量選別機
の導入

切り出し動画配信

５

ぎふのノウフク商品カ
タログVer2





〇農業分野からのアプローチ

・福祉事業所等関係機関と相談する。
・作業の切り出し（細分化）を考える。
・短時間でも可能な作業の選別はないか？。
・時間に縛られない作業はないか？。

〇福祉分野からのアプローチ

・体験農園を利用する。
・農業者から作業を受託する（施設外就労）
・自ら農業経営を行う
・農業者に雇用される。



〇福祉分野からのアプローチ

①農業者から作業を受託する（施設外就労）

農
業
者

障害福祉
サービス
事業所

農作業受委託契約

・トマトの下葉欠き
・栗の箱詰め
・ネギの出荷調整

・にんにくの根切り
・ハウス内の清掃
・柿の収穫



〇福祉分野からのアプローチ

② 自ら農業経営を行う

利
用
者

障害福祉
サービス
事業所

サービス利用

・いわゆる企業の農業参入と同じである。

・菌床シイタケ
・イチゴ
・さつまいも

・水耕栽培（レタス等）
・ニンニク
・農産物加工 他



※ 資材・燃料等の高騰に
よりさらに厳しい状況が
予想される

農業参入のための手順等について

地域との調和・信頼構築が最重要

農業参入法人
（R4年3月 県内168社）

用水
の利用

農道
の利用 使用農薬や

有機農業賃借料
の設定

営農上のルールを遵守

栽培技術の支援と人材確保

農林事務所農業普及課
県内10カ所

地元農業者

（指導依頼または雇用）

黒字化まで
平均4.9年

H24日本政策金融公庫調査

方向転換
できる規模から

スタート

中・長期的な取り組み

農地の取得（農業委員会等への申請）

農地を買う

農地所有適格法人の
要件を満たし所有

農地を借りる

地域調和を要件に
一般法人で借りる

市町村・農業委員会、
ＪＡ、農地中間管理機構が

地主や地域の仲介・農地
の調整を支援

農地を探す



農業参入に対する助成

【助成対象】

就労系障害福祉サービス事
業所又は生活介護事業所で、
業として農業を行う法人

【助成内容】

農業参入するために必要な施設の
整備、農業機械・資材の購入及び
農業用機械等の賃借（当該年度に
限る）にかかる経費に対し3,000千
円を上限に助成

経営改善につながる環境整備に対する助成

【助成対象】

農業経営体、就労系障害福
祉サービス事業所又は生活
介護事業所で業として農業を
行う法人

【助成内容】

障がい者の雇用促進や雇用規模
拡大等の経営改善に必要な機械・
施設等の整備に要する経費の２/３
以内で助成額2,000千円を上限に
助成

障がい者の受入体験に対する助成

【助成対象】

就労系障害福祉サービス事業所又は生
活介護事業所へ初めて作業委託を行う
農業経営体や、初めて障がい者個人を
雇用する農業経営体

【助成内容】
作業委託料又は賃金の相当額。
ただし、農作業日数は5日以上が条件で、助成
日数は30日以内、助成額の上限は10万円

〇シイタケハウス
〇ビニールハウス
〇物置
〇食品乾燥機 等

導入機械

導入機械

〇パイプハウス
〇食品乾燥機
〇乗用モア
〇休憩ハウス

〇手押し式エンジン
草刈り機 等



実地指導等について
令和５年度

岐阜市福祉部指導監査課

資料2



•■内容
•Ⅰ 指導及び監査について
•Ⅱ 令和４年度の指導状況について
•Ⅲ 全国の指定取消状況等
•Ⅳ 今後の実地指導について



Ⅰ 指導及び監査について

• 指導とは？
■方針
・自立支援給付対象サービス等の取扱いの確認
・自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項の確認
■形態
集団指導 ⇒【講習方式で実施します。】
実地指導 ⇒【面談方式で実施します。】
■指導の目的
「サービスの質の確保」 「自立支援給付の適正化」を図ることが
目的です。



Ⅰ 指導及び監査について

監査とは？
■目的
□ サービス提供や自立支援給付請求の不正や著しい不当の疑いが発

生した時に、事実関係を把握し、「公正」かつ「適切」な措置を
実施します。

■監査のきっかけ
□ 要確認情報（通報、苦情、相談等）
□ 実地指導で確認した情報
■監査方法は？
□ 報告、帳簿書類の提出・提示命令
□ 出頭要請
□ 職員による関係者への質問
□ 実地検査（事業所等での設備・帳簿書類その他の物件の検査）



Ⅰ 指導及び監査について

※特に悪質と認められる不正請求や虚偽報告、検査忌避等については、刑
事告発を検討します。



■実地指導実施件数 【障害福祉サービス事業】

事業名 件数 事業名 件数
居宅介護 ２０ 就労定着支援 ０
重度訪問介護 １９ 短期入所 ８
同行援護 ２ 共同生活援助 ６
行動援護 ３ 障害者支援施設 ３
療養介護 ０ 入所支援 ３
生活介護 ８ 一般相談支援 １
自立訓練 ０ 特定相談支援 ７
就労移行支援 ２ 障害児相談支援 ６
就労継続支援（A型） ５
就労継続支援（B型） １１ 合計 １０４

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について



事業名 件数 事業名 件数
移動支援 １５ 訪問入浴サービス １
地域活動支援センター ０ 日中一時支援 ５

合計 ２１

事業名 件数 事業名 件数
児童発達支援（センター） ０ 児童発達支援（ｾﾝﾀｰ外） １９
医療型児童発達支援 ０ 放課後等デイサービス ４２
居宅訪問型児童発達支援 １ 保育所等訪問支援 ３

合計 ６５

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について
■実地指導実施件数 【地域生活支援事業】

■実地指導実施件数 【障害児通所支援事業】



主な指摘事項
（障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業）
①利用者・職員の秘密保持対策が不十分
⇒職員の業務上知り得た利用者等の秘密保持に係る誓約書が取り交

わされていなかった。

→在職中及び従業者でなくなった後においても利用者等の秘密を漏ら
すことがないよう、従業者等から誓約書等を徴するなどの必要な措置
を講じているか。

→秘密保持の誓約書について、全従業者の保管状況を確認する。

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について



主な指摘事項
（障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業）
②運営規程、重要事項説明書、契約書の記載内容が不備
⇒運営規程と重要事項説明書の内容に齟齬がある。従業員の員数の

相違等。

→実態に即した内容であるか確認する。

→運営規程と、重要事項説明書・利用契約書に不整合がないか
確認する。

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について



主な指摘事項
（障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業）
③介護給付費算定が不適切
⇒加算の算定に係る記録等が不十分

→福祉・介護職員処遇改善加算や欠席時対応加算等の各種加算を算定
している場合、算定要件を満たしているかを確認する必要があるため、
要件を満たしていることが確認できる記録を残す。

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について



主な指摘事項
（障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業）
④防災対策が不十分
⇒避難訓練の未実施、記録が不十分。

→避難確保計画に基づく避難訓練の実施等、防災対策の充実及び推進
に取り組まれているか。

→非常時の避難体制について計画し、避難訓練を実施の上、記録
を残す。

Ⅱ 令和４年度の実地指導状況について



Ⅲ 全国の指定取消状況等

指定障害福祉サービス事業者等の行政処分（取消・効力停止）のあった
事業所数の推移【平成２９年度〜令和３年度】



Ⅲ 全国の指定取消状況等

指定取消・効力の停止処分のあった事業所数【サービス別】（令和３年度）



Ⅲ 全国の指定取消状況等

指定取消・効力の停止処分のあった事業所内訳【法人種類別】（令和３年度）



Ⅲ 全国の指定取消状況等

主な指定取消事由（令和３年度）



・障害福祉サービスを利用者に提供していないにも関わらず、提供したと
して、虚偽の書類を作成し、それに基づき、介護給付費等を不正に請求し
た。

・減算が必要であるにも関わらず、減算しないで介護給付費等を不正に請
求した。

・加算の算定要件を満たしていないにも関わらず、介護給付費を不正に請
求した。

・無資格従業者もしくは雇用契約を締結していないボランティアによる
サービス提供について、介護給付費等を不正に請求した。

Ⅲ 全国の指定取消状況等



・実際には配置見込みのない者を従業者として記載し、指定申請を行った。

・監査において、虚偽の報告書を提示し、また、虚偽の答弁を行った。

・監査において、虚偽の答弁を行い、監査中に書類を破棄し監査妨害を
行った。

・監査において、聴取対象職員を退勤させるなど、聴取調査を拒み、妨げ
若しくは忌避した。

・介護保険法の違反（介護保険法による指定取消処分）のあった事業所に
おいて一体的に提供している障害福祉サービスについても指定取消された。

Ⅲ 全国の指定取消状況等



給付費の不正請求の場合は、当該給付費を返還させるだけではな
く、40％加算した額を請求。

返還額が数億になる事例もある！！！

Ⅲ 全国の指定取消状況等



Ⅳ 今後の実地指導について

■今後の実地指導の実施について

実地指導対象事業所、施設へは指導日の１か月前には通知しますので、
通知が届きましたら、事前提出資料の提出をお願いします。

また、事業所、施設での滞在時間をなるべく短くしたいと考えていま
す。
通知に同封の当日準備資料の事前準備にご協力お願いいたします。



Ⅳ 今後の実地指導について

■実地指導 今年度の重点確認事項
【障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び地域生活支援事業】
（※ただし、事業によって必要な事項のみ）

１ 利用者・職員の秘密保持対策は適切に行われているか。
２ 事業運営に必要な書類、諸規程等は適切に整備されているか。
３ 報酬請求等は適正に行われているか。
４ 避難確保計画に基づく避難訓練の実施等、防災対策の充実及び推進

に取り組まれているか。





GIFU CITY

事業所等運営に関する
基本的な事項について

（指定基準等）

資料３



GIFU CITY

既に義務化されているもの

項目 対象サービス 内容

障害者虐待防止
の更なる推進

全サービス ①研修の実施（年1回以上）
②委員会（年1回以上）の設置※，委員会
での検討結果を従業員に周知
⇒運営規程に記載が必要
③責任者の設置

身体拘束等の適
正化の推進

全サービス ①身体拘束等を行う場合には、その態様
及び時間、その際の利用者の心身の状況
並びに緊急やむを得ない理由その他必要
な事項を記録すること
②委員会（年1回以上）の設置※，委員会
での検討結果を従業員に周知
③指針の整備
④研修の実施（年1回以上）

※委員会を同時に開催し兼ねることが可能



GIFU CITY

令和6年4月に義務化されるもの
項目 対象サービス 内容

感染症対策の強化 全サービス ①委員会の開催
訪問系：6ヵ月に1回以上
訪問系以外：3ヵ月に1回以上

②指針の整備
③研修の実施
訪問系：年1回以上
訪問系以外：年2回以上

④訓練（シミュレーション）の実施
訪問系：年1回以上
訪問系以外：年2回以上

感染症・非常災害発
生時の業務継続に
向けた取組の強化

全サービス ①業務継続に向けた計画等の策定
＝業務継続計画（BCP）
②研修の実施
③訓練（シミュレーション）の実施



GIFU CITY

感染症対策の強化
（１）感染対策委員会の定期的な開催
◆事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会を設置すること。
◆定期的に開催（６ヵ月or３ヵ月に１回以上）すること。
感染症流⾏時期等を考慮して、必要に応じて随時開催すること。
◆結果を全従業者に周知すること。
◆構成員の責務及び役割分担を明確にし、専任の感染対策担当者を決めて
おくこと。
（２）指針の整備
◆感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
◆平常時の対策と発生時の対応を規定すること。

※指針の整備等に係る詳細については次の厚生労働省HP
「感染症対策指針作成の手引き等について」を参照ください。
URL︓https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html


GIFU CITY

感染症対策の強化

（３）定期的な研修・訓練の実施
◆研修は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識の普及・啓発及び事業所
の指針の周知徹底を目的とする。
◆訓練においては、感染症の発生時に迅速に⾏動できるよう、事業所内の
役割分担を確認し、演習等を実施する。実施手法は、机上と実地を組み
合わせながら実施することが望ましい。
◆全従業者に対して実施すること。
調理や清掃の業務を委託している場合は、委託を受けている者に対して
も事業所の指針を周知すること。
◆定期的に実施（年に１or２回以上）し、新規採用職員には必ず実施する
こと。
◆研修・訓練の実施記録を作成すること。



GIFU CITY

感染症・非常災害発生時の
業務継続に向けた取組の強化

（１）業務継続計画（BCP）の策定
◆感染症に係る業務継続計画と災害に係る業務継続計画を策定すること。
※各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新
型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉
サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参
照してください。
※感染症及び災害の業務継続計画は一体的に策定することも可能。

※業務継続計画の策定については厚生労働省HPにおいて、業務継続計画の
作成を支援するための研修動画及びガイドライン等が紹介されています。
自然災害編と新型コロナウイルス感染症編に分かれて掲載されています。
以下のWAMNETのホームページを参照ください。
URL:https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/dprevent/dprevent007.html

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/dprevent/dprevent007.html


GIFU CITY

感染症・非常災害発生時の
業務継続に向けた取組の強化

（２）業務継続計画の周知及び定期的な研修・訓練の実施
◆研修において、業務継続計画の具体的内容を職員に共有すること。
◆訓練において、事業所内の役割分担の確認や、感染症や災害の発生時に
実践する支援の演習等を実施すること。
◆全従業者に対して実施すること。
◆定期的に研修及び訓練を実施（年１回以上）すること。
◆研修・訓練の実施記録を作成すること。
※感染症の業務継続計画に係る研修と感染症対策としての研修は兼ねるこ
とができる。

（３）業務継続計画の定期的な⾒直し
◆業務継続計画において、あらかじめ役割分担を明確にし、情報を正しく
把握した上で、意思決定者から指示できる仕組みが必要。
（例）各担当者を決めておく、連絡先を整理する、必要な物資を整理して
おく、事業所内で共有する等
◆研修・訓練で生じた課題を踏まえて、定期的に⾒直すこと



GIFU CITY

サービス管理責任者等実践研修の
受講に係るOJT期間について

通常2年以上必要であるが、①～③の要件を全て満た
す者が、OJT期間を「6ヵ月以上」とすることができる。

①サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時にお
いて、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たし
ていること

②障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支
援計画（原案）作成業務に6ヵ月以上従事すること
（少なくとも10回以上原案を作成していること）

③②に従事するとして、指定権者に届出を行っているこ
と



GIFU CITY

サービス管理責任者等実践研修の
受講に係るOJT期間について

③②に従事するとして、指定権者に届出を行っているこ
と ※変更届

◆基礎研修修了者が実務経験（OJT）として2人目のサー

ビス管理責任者となる場合は、変更届により配置するこ
とを届け出ること。2人目サビ管の人員配置の取扱いは
以下の通知を参考にすること。
※令和5年11月15日付け岐阜市障がい福祉課長通知「基礎研修
修了者がOJTとして個別支援計画の原案の作成を行う場合の人
員配置の取扱いについて（通知）」



GIFU CITY

サービス管理責任者等実践研修の
受講に係るOJT期間について

◆実践研修の受講要件であるOJTについては、「サービ

ス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任
者研修講義部分」の双方を修了し、修了証の交付を受
けた時点から起算可能となる。

（例）令和4年10月に両研修修了証の交付を受け、その後実務と

して個別支援計画の原案を作成していた者がいた場合、変更日
を令和4年10月とした遡った変更届（提出日は提出時点の日付）
を提出することで、6ヵ月のＯＪＴとしての届出を受けたとして認め
る。そのため、令和5年3月以降（実際には本届出を提出して以降
すぐに）実践研修の受講が可能となる。
※本届出には作成した原案の写しを添付すること。



GIFU CITY

就労系サービスにおける
施設外就労について

施設外就労は①～⑤までの要件を全て満たす場合に限り可能。

①施設外就労の総数については、利用定員を超えないこと。
②施設外就労を行う日の利用者数に対して報酬算定上必要と
される人数（常勤換算方法による）の職員を配置すること。事
業所（施設内）は、施設外就労を行う者を除いた前年度の平均
利用者数に対して報酬算定上必要とされる人数（常勤換算方
法による）の職員を配置すること。
③施設外就労の提供が運営規程に位置付けられていること。
④施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成され、就労
能力や工賃（賃金）の向上及び一般就労への移行に資すると
認められること。
⑤緊急時の対応ができること。



GIFU CITY

就労系サービスにおける
施設外就労について

①及び②について
（例）利用定員20人

前年度の施設内平均利用者数が7人
当日の施設外就労を行う利用者数が18人
人員配置区分7.5:1 の事業所の場合

施設内20人・施設外20人の計40人までの利用が可能
人員配置（直接処遇職員）
施設内＝７/7.5＝0.93… →1人
施設外＝18/7.5＝2.4 →3人
※管理者、サービス管理責任者は施設内にいることが
望ましい。



GIFU CITY

就労系サービスにおける
施設外就労について

◆注意点

①施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を
締結すること。
→同一法人内での契約は不可。

②請け負った作業についての利用者に対する必要な指
導等は、施設外就労先の企業ではなく、事業所が行うこ
と。
施設外就労先企業の職員→利用者は✖
施設外就労先企業の職員→事業所職員→利用者は〇



GIFU CITY

就労系サービスにおける
施設外就労について

◆注意点

③事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就
労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。
→同室での作業を行わないこと

④施設外就労に関する実績報告を毎月市へ提出すること。
→岐阜市ホームページ上に様式あり。
トップページ > 健康・福祉 > 障がい福祉 > 障がい福祉事業所の方へ > 事業所向け様式一覧

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/syougaisyafukushi/1004754/1004759.html
※「施設外就労実施報告書」という名称のデータ

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/syougaisyafukushi/1004754/1004759.html


GIFU CITY

就労系サービスにおける
施設外就労について

◆平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・
援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知
「就労移行支援事業、就労継続支援事業（A型、B型）にお
ける留意事項について」
令和3年3月30日障障発0330第2号改正現在
を参照の上、実施すること。



GIFU CITY

個別支援計画について

作成の流れ
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GIFU CITY

個別支援計画について
【注意点】

①アセスメント
・個別支援計画作成前に行うこと
・サービス管理責任者が面接して行うこと
・面接日、意向など記録を残すこと

②個別支援計画の原案の作成

・相談支援事業所が作成するサービス等利用計画を反
映すること
※原案作成前に必ずもらい、保存すること
・作成した原案を残すこと



GIFU CITY

個別支援計画について

【注意点】

③担当者会議
・支援に当たる担当者等を招集して会議を開くこと
（テレビ電話装置等の活用も可）
・会議の記録（出席者、開催日等）を残すこと

④会議の結果を踏まえ原案を修正
・原案に対する意見を記録し残すこと
（原案に直接メモ、加筆したもので可）



GIFU CITY

個別支援計画について

【注意点】

⑤利用者等の同意を得て交付
・保護者、本人に必ず説明をし同意を得ること
・文書により同意を得ること

⑥モニタリング
・少なくとも6ヵ月に1回以上見直しを行うこと
・定期的に保護者、本人に面接すること
・記録を残すこと



GIFU CITY

運営上の注意点①

（１）運営規程について
・職員数、営業日・サービス提供日・営業時間等
実態に合わせて適宜変更してください
※変更届が必要ですので遅滞なく提出ください
※職員数の書き方について、実数ではなく以上表記

が可能になりました。
（例）生活支援員 １名以上とした場合、人数の増減が
あっても運営規程の表記自体には変更がないため、変
更届の提出が不要になります。

・掲示あるいは閲覧できる状態で置く必要があります。
変更した都度、更新するようにしてください。



GIFU CITY

運営上の注意点②

（２）転倒，転落防止策について
・事業所内に設置しているロッカー、鍵付き書庫等
倒れた場合危険なものは転倒防止対策を施して
ください。
・重いものを高い箇所に置いている場合は、転落防止
対策を施してください。

（３）ヒヤリハット、苦情について
・細かなものも含め、記録を残すようにしてください。
適宜、事業所内で共有し、再発防止に努めてください。



GIFU CITY

運営上の注意点③
（４）秘密保持の誓約、防犯カメラ等の同意について
・職員との秘密保持の誓約、防犯カメラ等を設置する
場合の本人、保護者の同意等、後々取っていないこと
が問題にならないように事前に取るようにしてください。
・原本は必ず事業所あるいは法人で保管してください。

（５）変更届、体制届等について
・市に提出する体制届や変更届等は、事業所内で必ず
データや紙で蓄積し、保存するようにしてください。
・特に体制届については、請求の誤りにも繋がりますの
で、最新の体制を常に把握するようにしてください。



GIFU CITY

運営上の注意点④

（６）定員の遵守について
・やむを得ない事情を除き、原則定員を遵守してください。
あくまで臨時的なものであり、慢性的に継続するもので
はありません。
※減算にならない範囲であれば定員を超えても良い
というわけではありません。

※定員を超過する場合、やむを得ない理由等、必ず
記録を残してください。

・新型コロナウイルス感染症に係る柔軟な取扱いは
変更がありました。今一度通知を読み返すなど、内容
について把握した上で運営してください。



GIFU CITY

運営上の注意点⑤

【参考となる通知】

令和5年5月1日付け

【岐阜市】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る
障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な
取扱い」等について

令和5年6月6日付け

【岐阜市】新型コロナウイルス感染症防止のための障
害児通所支援に係るＱ＆Ａについて



GIFU CITY

事業所等運営に関する
基本的な事項について

（報酬請求等）

資料４



GIFU CITY

介護給費等算定に係る体制等に
関する届出について

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに
限る。）については、利用者や指定相談支援事業所等に
対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日
以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた
場合には翌々月から算定を開始することができます。

共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、12月
に開始する場合、体制届は12月1日異動とし、変更届と

合わせて前月の11月15日までに提出をお願いします。



GIFU CITY

加算等が算定できない状況が生じた場合、または加算
等が算定できなくなることが明らかな場合は、速やかに
その旨を届出てください。

また、この場合において届出を行わず、請求を行った場
合は不正請求となり、支払われた給付費は不当利得と
なるので、事業所は過誤調整若しくは返還措置を講ずる
こととなり、悪質な場合は指定の取消や効力停止処分と
なります。

減算について



GIFU CITY

人員欠如について

それぞれのサービスで定められている人員について、休暇
取得状況等の理由で欠如が生じた場合、欠如減算が算定
されますので、毎月の確認が必要です。

必要な人員の1割を超えて欠如した場合には、その翌月か
ら、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から、人

員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算が算定
されます

減算適用
1月目から2月目

所定単位数の70％を算定

減算適用
3月目以降

所定単位数の50％を算定
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人員基準と平均利用者数の考え方

事業所開設からどれだけの期間経過しているかによって、いつからいつまでの利用者総

数をいつからいつまでの事業所開所日数で除するのか、違いがあります。

利用者総数
事業所

開所日数

÷

＝ 平均利用者数

注意

それぞれのサービスによって配置するべき人員の基準が決められ
ており、人員の充足を確認する方法として重要なのが、平均利用
者数です。平均利用者数に応じた人員を配置し適切な報酬区分で
請求できているか、毎月確認が必要です。



GIFU CITY

①開設から6か月未満の事業所
→定員の90％を平均利用者数とします

②開設から6か月以上1年未満の事業所
→直近6か月の平均を平均利用者数とします

例

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

総利用者数 20 40 40 66 66 80 88 110 110 110 136 136
総開所日数 20 20 20 22 22 20 22 22 22 22 22 22

①の平均利用者数→ 10人×90％＝ 9人

R6年6月の時点②の平均利用者数→ 312人÷124日＝ ２．６人

R6年7月の時点②の平均利用者数→ 380人÷126日＝ ３．１人

小数点第2位切り上げ

R5.12.1開所の事業所 定員10人
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③開設から１年以上で、同一年度の４月から３月実績のない
事業所 →直近１２か月の平均を平均利用者数とします

④同一年度の４月から３月の実績がある事業所
→前年度4月から3月の平均を平均利用者数とします

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

総利用者数 20 40 40 66 66 80 88 110 110 110 136 136
総開所日数 20 20 20 22 22 20 22 22 22 22 22 22

R7年1月時点③の平均利用者数→ 1,118人÷256日＝ ４．４人

R7年4月時点④の平均利用者数→ 1,402人÷256日＝ ５．５人

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

総利用者数 136 136 140 154 154 160 176 198 220 220 220 220
総開所日数 20 20 20 22 22 20 22 22 22 22 22 22

例 R5.12.1開所の事業所 定員10人
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生活介護 人員配置

平均利用者数で確認する基準の例

人員配置体制加算（Ⅰ） １．７：１

平均利用者数（ex:前年度4月～3月平均） ５．５人

必要な直接処遇職員の常勤換算 ３．２３５…以上

就労継続支援Ｂ型 人員配置

就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）※ １０：１

平均利用者数（ex:直近12か月平均） １４．５人

必要な職業指導員・生活支援員の常勤換算 １．４５以上
※就労継続支援Ｂ型で、人員配置７．５：１の給付費を算定する場合、
工賃向上計画の提出が必要です。
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福祉専門職員配置等加算は、

・資格保有者（介護福祉士、社会福祉士等）
・常勤職員
・勤続3年以上の常勤職員
の割合によって区分Ⅰ～Ⅲが変わります。

届出をした月以降も、区分の要件を満たしているか毎月
確認し、要件を満たさない、あるいは区分が変わる場合は
届出てください。

福祉専門職員配置等加算について
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送迎加算について

送迎加算は、区分によって条件が異なります。毎月それぞれ
の条件を満たしているかどうか、毎月確認が必要です。

送迎加算Ⅰ 1回の送迎につき平均10人以上が利用し
（※）、かつ週3回以上の送迎を実施してい
る場合。

送迎加算Ⅱ 1回の送迎につき平均10人以上が利用し
ている（※）。または、週3回以上の送迎を
実施している場合。

※利用定員が20人未満の事業所にあたっては、平均的に50/100以上
が利用している場合
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＜実地指導でよくある指摘事項＞
計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周
知しているか。

口頭だけではなく、周知していることが客観的にわかる
記録を残してください。会議録、周知文書等を実地指導
で確認します。

研修計画を立てているか（キャリアパス要件Ⅱ）
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護
職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び
具体的な計画を策定し、計画に係る研修の実施又は
研修の機会を確保してください。

福祉・介護職員処遇改善加算等について
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［注意事項］

特定処遇改善加算Ⅰの配置等要件である福祉専門
職員配置等加算や特定事業所加算が算定できなく
なったときには必ず計画の変更を届け出てください。

処遇改善加算や特定処遇改善加算を算定する場合
は、算定予定も含めて障害福祉サービス等情報公表
システム（WAM NET）に記載、申請をしてください。

「サービス内容に関する事項」の中に、算定の有無、
職場環境等の要件の有無を選択する箇所があります。
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指定障害児通所支援
事業所に対する
行政処分について

資料５
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≪指定障害児通所支援事業所に対する
行政処分について①≫

 令和5年4月、岐阜市が指定する障害児通所支援事業所において、
指定取消処分を受ける事例が発生しました。

 障害福祉サービス事業者等は、
障害者総合支援法、児童福祉法、その他関係法令及び
関係通知等において定められた基準等を遵守し、
適正な事業運営及び報酬請求を行う必要があります。

⇒以下、本件概要について紹介しますので、各事業者におかれましては、
あらためて自らの事業の運営状況を振り返り、適正な事業運営や正確な給付費
の請求を図っていただくようお願いします。
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≪指定障害児通所支援事業所に対する
行政処分について②≫

【岐阜市の事例】

（１）処分概要
①対象事業 ：放課後等デイサービス
②処分内容 ：指定の取消
③指定取消日：令和5年4月19日

（２）処分理由
①人員基準違反（児童福祉法第21条の5の24第1項第3号）
②不正請求 （児童福祉法第21条の5の24第1項第5号）
③虚偽の書類提出及び答弁 （児童福祉法第21条の5の24第1項第6号及び第7号）

※以下、処分理由について
説明します。
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≪指定障害児通所支援事業所に対する
行政処分について③≫

 人員基準違反

・サービス提供時間を通じて、児童指導員等が2以上、配置されていなかった。

・常勤の児童指導員等が配置されていなかった。

・専任かつ常勤の児童発達支援管理責任者が配置されていなかった。

※職員の配置は、必要な人員基準を満たしていますか？

⇒勤務実績を出勤簿等で確認できるようにし、事業所においても確認を！

（法人代表者であっても、事業所の管理者や従業員として勤務する場合は、
勤務実績が確認できるようにしてください。）
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≪指定障害児通所支援事業所に対する
行政処分について④≫

 不正請求

・算定に必要となる人員が揃っていない状況で、児童指導員等加配加算・福祉専門職
員配置等加算を適用し、障害児通所給付費を請求した。

・必要な職員を配置していない状況で、サービス提供職員欠如減算・児童発達支援管
理責任者欠如減算を適用せず、障害児通所給付費を請求した。

・サービスを提供していない日について、サービスを提供していたものとして、障害児
通所給付費を請求した。

※報酬の算定要件は満たしていますか？
減算対象となっているにもかかわらず、減算を適用せず請求していませんか？

⇒（給付費の水増し請求など）悪意のある不正請求だけでなく、
制度への理解が不十分なまま事業運営を行い、不適切な請求となった事案も、
行政処分の対象となる場合があります。
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≪指定障害児通所支援事業所に対する
行政処分について⑤≫

 虚偽の書類提出及び答弁

・監査時に実際の勤務実態とは異なる虚偽の勤務実績表を提出し、
事実と異なる虚偽の答弁をした。

「障害福祉サービス等の適切な運営について（通知）」
（令和5年5月2日 岐阜市障がい福祉課長・指導監査課長 連名通知）

【岐阜市からの通知】

⇒あらためて自らの事業運営を振り返り、
適正な事業運営や正確な給付費の請求を図っていただくようお願いします。
（再掲）
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岐阜市サポートブックのご案内 
 

❤❤❤ サポートブックをご存知ですか？ ❤❤❤ 

サポートブックは、お子さんに関わる人にお子さんのこと

を知ってもらい、安心して社会生活を送ることができるよう

になるための支援ツールです。 

発達の気になるお子さんや、療育などの支援を必要とする

お子さんの特性や困りごとへの対応方法などを記録します。 

生まれてからの成長・発達の様子や、支援機関、保育所

（園）・認定こども園・幼稚園、学校、病院などでの相談・支

援の内容を整理しておくことにより、就学や進級などの際に

スムーズで切れ目のない支援が受けられるようにするととも

に、さまざまな生活場面で周囲の人に理解してもらうために

活用できます。 

 

❤❤❤ サポートブックの内容と使い方 ❤❤❤ 

サポートブックの内容は、９つの項目に分かれています。 

①発達やアレルギー等身体状況などの基本情報、 

②コミュニケーションに関すること、 

③福祉サービスの記録、④日常の様子、 

⑤集団生活の様子、⑥落ち着かないときの対応、 

⑦困ったときの記録、⑧相談と支援の記録、 

⑨保護者の記録 

お子さんの成長や発達に応じて、支援者に伝えておいたほうが良いと思うことを、書け

るところから少しずつ記入しましょう。一度にすべての項目を記入する必要はありません。

一度記入した項目でも、お子さんの状況に合わせて追加・変更しましょう。 

必要に応じて、ページの追加や取り外しができます。ポケットがついているので、母子

健康手帳や支援機関などからもらった資料を一緒に保管することもできます。 

サポートブックを見せることで、お子さんに関わる人（支援者）にお子さんの様子が伝

わりやすく、安定した支援を受けられるよう活用しましょう。 

 

 

 

 

 

サポートブックについてのご意見、ご要望やお問い合わせは 

岐阜市役所 障がい福祉課（相談係）まで 

〒500-8701 岐阜市司町 40 番地 1 

Tel：058（214）2572 ／ Fax：058（265）7613 
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サポートブックの用紙は、市ホームページからダウンロードをすることができ、

用途に応じて必要な用紙を追加してお使いいただけます。 

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/syougaisyafukushi/1004678/1004685/1004692.html 

１．岐阜市のホームページの

「健康・福祉」をクリック 

 

２．「障がい福祉」をクリック 

６．ＰＤＦ形式とＷｏｒｄ形

式の２種類から選択 

４．「障がい者理解の啓

発」をクリック 

３．「障がい者への理解」を 

クリック 

５．「岐阜市サポートブック

のご案内」をクリック 


